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開会宣言
　矢野議長、定刻、代議員会の開会を告げ、会長
の挨拶を求める。

会長挨拶
河村会長　この 1 年半は、それぞれ自分の役割を、
できる範囲のことを考えてもらって、今の状況が
あると思っています。これから、第 5 波が来な
いようにするためにスピード感をもってワクチン
を打っていくしかないと思いますので、各地域で
のご協力をよろしくお願いいたします。今、職域
接種の希望を取り始めたころだと思いますが、あ
る程度、一段落した後はインフルエンザワクチン
のように、かかりつけの医療機関等、できるとこ
ろでワクチンを打つ方法もあるのではないかと考
えています。全県民が速やかに、いつでもどこで
も誰でも、県内で接種できる状況があればいいと
思います。本日はよろしくお願いいたします。

来賓挨拶
山口県知事（山口県健康福祉部 弘田部長 代読）
　山口県医師会定例代議員会の開催に当たり、一
言ご挨拶を申し上げます。皆様方には平素から、
保健医療行政をはじめ県政全般にわたり、格別の
ご理解、ご協力をいただいておりますことに対し、

厚くお礼申し上げます。
　とりわけ、新型コロナウイルス感染拡大防止に
あたりましては、診療・検査や病床の確保など、
医療提供体制の確保に多大なご尽力をいただいて
いるところであり、重ねて深く感謝申し上げます。
　さて、本県の感染状況は、感染力の強い変異株
の影響によりクラスターが広範囲に多発し、ゴー
ルデンウイーク明け以降、新規感染者の急増によ
り、国が示すステージ指標のうち、確保病床使用
率などの指標が、一時、ステージ 4 相当の水準と
なり、医療提供体制はひっ迫する状況となりまし
た。このため、県では、5 月 18 日から感染拡大
防止集中対策を実施しているところであり、また、
県医師会におかれても、「医療緊急事態宣言」を
発表され、県民の皆様に対し、医療現場の切実な
ひっ迫状況を周知し、外出自粛や感染防止対策の
徹底を呼びかけていただいたところであります。
こうした取り組みにより、現在、新規感染者数は
減少傾向に転じているところですが、酸素投与な
どの治療を必要とする中等症以上の方が、未だ一
定数入院されております。加えて、感染リスクは、
私たちの生活のあらゆる場面に潜んでおり、新た
な変異株への警戒感が高まっているなど、なおも
予断を許さず、今後の感染拡大防止に向けて、万
全な医療提供体制を整備する必要があると考えて
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います。また、感染対策の決め手と言われている
ワクチン接種につきましては、皆様のご協力によ
り、県が実施した医療従事者向けの接種が終了し、
各市町において実施されている高齢者向けのワク
チン接種においても、全国上位の接種率で順調に
進んでいるところです。しかしながら、今後も繰
り返しやってくる感染拡大の状況を踏まえると、
ワクチン接種をさらに加速化させることが極めて
重要であると考えております。このため、県では
今後、市町の接種体制をサポートし、接種能力の

「上乗せ」、「補完」をしていく観点から、県によ
る広域的接種会場を県内 3 か所に設置すること
とし、1 日最大 1,500 人規模の集団接種を実施す
ることとしたところです。さらに、国では企業等
での職域接種により、接種スピードを一層、加速
化させていこうという動きがあり、本県において
も対応していきたいと考えています。最前線で大
変なご尽力、ご苦労をおかけしている皆様には、

ご負担をおかけすることになりますが、県民の命
と安全を守るため、この厳しい状況を乗り切るた
めには、県全体で、関係者が一体となって取り組
んでいくことが必要です。皆様方には今後とも、
なお一層のお力添えを賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
　終わりに、山口県医師会の今後ますますのご発
展と、本日ご参会の皆様方のご健勝、ご活躍を心
から祈念いたしまして、ご挨拶といたします。

人員点呼
　矢野議長、出席代議員の確認を求める。
　事務局、確認の上、代議員定数 63 名、出席代
議員 56 名であることを報告。
　議長、定款第 25 条に基づく定足数を充たして
いることから会議の成立を告げる。
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議事録署名議員の指名
　矢野議長、議事録署名議員に次の 2 名を指名。
　　佐々木義浩（下関市）
　　小野　　薫（徳　山）

議事（報告事項）
報告第 1 号　令和 2 年度山口県医師会事業報告
の件

加藤副会長　令和 2 年中に 32 名の会員がご逝去
された。

―全員起立し、黙祷を捧げる

　実施事業の 8 つに関し説明する。
生涯教育
　生涯研修セミナーは、新型コロナウイルスや台
風の影響により予定通りに開催できなかったが、
3 回開催した。専門医共通講習（医療倫理）の単
位を取得できるよう講演会を開催した。
　第 103 回山口県医学会総会は長門市医師会の
引き受けであったが、新型コロナウイルス感染症
蔓延防止のため、記念誌発行へと変更した。
　日医かかりつけ医機能研修制度は、応用研修会
を開催した。また、『山口県医学会誌』第 55 号
を発行した。

医療・介護保険
　オンライン又は電話による初診料を認める制度
や同様に投薬を認める制度等、従来と一変する制
度が数多く容認されたところであるが、それらが
適正に運用されるよう、周知等に努めた。
　介護保険については、郡市医師会介護保険担当
理事・ケアマネ・訪問看護師の合同協議会及び郡
市医師会介護保険担当理事協議会を開催し、関係
機関との連携強化、情報伝達に努めた。

地域医療
　保健医療計画の推進について、地域医療介護総
合確保基金については予算確保に努めた。
　救急・災害医療対策では、郡市医師会救急医
療担当理事協議会を開催し、新型コロナウイルス
感染症流行下における地域の救急医療体制の確保
に向けた情報提供、意見交換等を行った。小児救

急については、6 月 11 日に書面開催となったが
郡市医師会小児救急医療担当理事協議会を開催し
た。検死（検視・検案）体制については、警察医
会の総会及び研修会を 8 月 1 日に開催した。
　災害医療体制については、各郡市医師会又は
病院単位による JMAT 登録を進め、26 チーム、
194 人の登録となった。また、現行「JMAT やま
ぐち活動マニュアル」の追補版として、JMAT や
まぐち隊員の活動についてまとめた「支援 JMAT
版」「被災地 JMAT 版」のマニュアル、資料集を
新たに作成した。
　地域包括ケアシステムの構築については、郡市
医師会担当理事会議を開催し、郡市医師会への取
り組みに対し助成を行った。また、新型コロナウ
イルス感染症への対策として、高齢者・障害者施
設や医療機関等でのクラスター発生時に感染対策
指導や患者搬送・医療支援をする対策チームへ登
録し、県が実施する訓練や研修会に参加した。

地域保健
　妊産婦・乳幼児保健について、広域予防接種
は各郡市医師会や各市町関係者と合同会議を開催
し、円滑に遂行されている。令和 2 年 10 月から
乳幼児に対するロタウイルスワクチンが定期接種
に加わった。また、HPV ワクチンの対象者への情
報提供及び接種年齢を過ぎた方への経済的補助を
県及び市町に対して要望するとともに、普及啓発
のためのポスターとリーフレットを作成した。
　学校保健は、『学校医の手引き』の改訂作業や、

「学校医活動記録手帳」の作成、配布を行った。
　成人・高齢者保健では、保険者や決済代行機関

（支払基金・国保連合会）の出席のもとに郡市医
師会特定健診・特定保健指導担当理事協議会及び
関係者合同会議を開催した。
　健康教育委員会では、「花粉症」をテーマに健
康教育テキストを発行した。また、禁煙推進委員
会では「喫煙や禁煙指導等に関するアンケート調
査」を実施した。
　新型コロナウイルス感染症対策については、会
員への迅速な情報提供に努めた。4 月 26 日には
県知事と県医師会長によって、一致団結して医療
崩壊を防ぎ、持続可能な医療体制を維持するため
の共同アピールを行った。インフルエンザの流行
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期に備え、郡市医師会及び県との意見交換会を開
催し、11 月からの体制整備に向けて、診療・検
査医療機関の確保に努めた。また、新型コロナウ
イルスワクチン接種については、会員への迅速な
情報提供を行うとともに、県及び各郡市医師会等
の医療関係団体と連携し、接種実施体制の構築に
協力した。
　産業保健では合計 16 回の産業医研修会を開催
した。

広報・情報
　広報活動事業として、県医師会報に「COVID-19」
の特集を組み、呼吸器専門医、感染症指定医療機
関及び行政の立場から原稿を寄せていただくとと
もに、会員の先生方の投稿の 2 部構成として掲
載した。
　花粉情報提供事業は、例年通り飛散予測を行い、
関係機関やマスコミ等に対して情報提供を行っ
た。

医事法制
　令和 2 年度の医療紛争発生件数は 18 件であっ
た。医事案件調査専門委員会を 9 回開催し、解
決 3 件、交渉中 8 件、訴訟・様子見等 6 件となった。
　診療情報提供推進窓口の受付件数は 53 件と
なった。
　
勤務医・女性医師
　郡市医師会勤務医理事との懇談会は実地とオン
ラインを併用し、工夫して開催した。
　座談会は、「新型コロナウイルスと働き方改革」
のテーマにより開催し、この内容は『勤務医ニュー
ス』第 27 号として発刊した。
　女性医師、男女共同参画部会では 6 つのワー
キンググループ（勤務医環境問題、育児支援、女
性医師キャリア・デザイン支援、地域連携、広報、
介護支援）による活動を継続した。

医業
　医業の事業継承については、令和 2 年度は県
内の医業承継の実態や医療機関管理者の考えを把
握し、県民に安心安全な医療を継続して提供でき
る地域づくりを目的に、「医療機関の医業継承に

関する調査」を行った。さらに、コロナ禍におい
て、会員又はその医療従事者が感染あるいは濃厚
接触等で休業又は外来閉鎖を余儀なくされた場合
の支援金制度も創設した。
　医療従事者確保対策では、「医師会立看護学校
PR 動画」を製作し、TV 放映及び YouTube への
アップロードを行った。

※詳細については本号 560 ～ 577 頁を参照。

議事（議決事項）
議案第 1 号　令和 2 年度山口県医師会決算の件

藤原理事　令和 2 年度の決算額は、収入の部は当
期収入合計が 5 億 7,776 万 63 円、前期繰越収支
差額 5 億 7,569 万 2,323 円と合わせ、収入合計は
11 億 5,345 万 2,386 円となった。これに対して
支出の部は当期支出合計が 3 億 9,604 万 4,589 円
で、当期収入から支出を差し引いた当期収支差額
は 1 億 8,171 万 5,474 円となり、その結果、次期
繰越収支差額は 7 億 5,740 万 7,797 円となった。
  
収入の部
　Ⅰの会費及び入会金収入は 2 億 6,226 万 970 円
で、予算と比べて 100.3％となった。会費収入は
2 億 4,496 万 970 円で予算と比べて 0.6% の減と
なった。入会金収入は 1,730 万円で、予算と比べ
て 115.3％となった。
　Ⅱの補助金等収入の内、1 の補助金収入は 3,445
万 4,750 円と予算額に対して 0.7％の減となっ
た。新型コロナウイルス感染症の影響で、指導医
のための教育ワークショップが開催できなかった
ことなどが要因である。2 の委託費収入は 5,142
万 3,619 円で 19.1％の減であり、減額の主な理由
は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施され
なかった委託事業が複数あったことや、県からの
委託事業の山口県医師臨床研修推進センター運営
事業について事業実績に基づく精算のためである。
なお、医療事故調査合同協議会助成金が 0 円になっ
ているのは、助成金の趣旨から補助金収入の項目
に計上したためである。
　Ⅲの雑収入については、1 億 8,224 万 7,724 円
となっている。前年と比べると大幅な増額だが、
主な要因として山福（株）の配当金収入が1億5,000
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万円あったためである。また、各種保険取扱いの
事務手数料が合計で 2,424 万 7,569 円となってい
る。
　Ⅳの特定預金取崩収入は 4,237 万 3,000 円で、
予算と比べて約 35％の減となっている。主な内訳
は令和 2 年 4 月 1 日で 70 歳に達した第 1 号会員
へ会館運営借入金の返済のために会館運営協力預
金を取り崩したものや役員の退職に伴い、役員退
職金引当預金を取り崩したものである。
　以上で当期収入は 5 億 7,776 万 63 円となった。

支出の部
　Ⅰの実施事業の総額は 9,108 万 6,085 円で、予
算額に対する執行率は 51.2％となっている。1 の
生涯教育は 706 万 7,342 円の支出で、研修セミ
ナーの経費や学会助成金、『山口県医学会誌』の発
行経費等で、執行率は 43.9％となっている。新型
コロナウイルス感染症の影響で、指導医のための
教育ワークショップや山口県医学会総会が開催で
きなかったことが影響している。2 の医療・介護
保険は 441 万 7,406 円の支出となり、執行率は約
36％である。新型コロナウイルス感染症の影響で
各種会議が開催できなかったことが主な要因であ
り、医療保険においては、保険委員会、郡市医師
会保険担当理事協議会、介護保険においては、認
知症の研修会開催の経費などである。3 の地域医
療は、797 万 4,791 円の支出で執行率は 38.4％で
ある。新型コロナウイルス感染症の影響で各種会
議が開催できなかったことが減額の主な要因であ
る。4 の地域保健は 2,333 万 2,249 円で執行率は
59.4％である。妊産婦・乳幼児保健関係、学校保
健関係、成人・高齢者、産業保健関係等に要した
経費である。執行率については、成人・高齢者保
健では新型コロナウイルス感染症関連の会議を多
数開催したため、執行率が 72％と他の事業と比べ
て高くなっている。5 の広報・情報は、1,146 万
9,285 円の支出で、執行率は 64.2％である。会報
編集発行や花粉情報システム、医療情報関連など
に要した経費である。6 の医事法制は 69 万 6,670
円の支出で、医事紛争対策や医療事故調査制度な
どに要した経費であるが、執行率は 9.9％となっ
ている。新型コロナウイルス感染症の影響で各種
会議やシンポジウムなどが開催できなかったこと

が要因である。7 の勤務医・女性医師は 1,689 万
622 円の支出で、執行率は約 41％である。山口県
医師臨床研修センター運営事業において、出展を
予定していたレジナビが新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため web 上での開催になったことな
どにより見込みを下回った。8 の医業は 1,923 万
7,720 円の支出で、主に看護学校への助成や看護
学校の PR 動画作成など医療従事者確保対策等に要
した経費であり、執行率は 83.6％である。医業経
営対策において、休業一時金を助成したことによ
り、他の事業と比べて執行率が高くなっている。
　Ⅱのその他事業は山口県医師会労働保険事務組
合の図書費・会費や、団体扱い生命保険及びグルー
プ保険にかかる経費である。
　Ⅲの法人事業であるが総額 2 億 7,248 万 8,530
円で、執行率 111.7％となっている。執行率が高
い主な要因は山福（株）からの配当金収入に対す
る所得税を 3,063 万円支払ったことや、役員退職
金を計上したためである。1 の組織の支出は 3,075
万 1,519 円で執行率 78.5％である。社会貢献事業
においてレノファ山口への活動支援を増額したこ
となどにより、他の事業に比べて執行率が高くなっ
ている。2 の管理費の総額は 2 億 4,173 万 7,011
円で、本会を運営するための毎年度経常的に要す
る経費であり、執行率は 118.1％である。執行率
が高い要因は先ほど説明したが、主に山福（株）
からの配当金収入に対する所得税を 3,063 万円支
払ったことや、役員退職金を計上したためである。

（1）の報酬は、役員報酬、役員退職金、顧問弁護士・
顧問会計士の報償金である。（2）の給料手当と（3）
の福利厚生費はほぼ予算どおりの執行率となって
いる。（4）の旅費交通費から（8）の会館管理費
までの減額の主な要因は経費の削減や新型コロナ
ウイルス感染症の影響によるものである。
　Ⅳの借入金返済支出の 1,050 万円は、令和 2 年
4 月 1 日で 70 歳になられた第 1 号会員、また、
第 1 号会員から第 2 号・第 3 号に変更された会員
及び退会者に対する会館運営借入金返済支出であ
る。
　Ⅴの特定預金支出の 2,153 万 9,970 円は、役職
員退職金引当預金支出である。
　以上、支出合計は 3 億 9,604 万 4,589 円で執行
率は 87.5％となった。



令和 3 年 8 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1932 号

551

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで
令和 2 年 度 山 口 県 医 師 会 収 支 計 算 書

（単位：円）収　入　の　部
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（単位：円）支　出　の　部
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正　味　財　産　増　減　計　算　書
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで

（単位：円）
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　公益会計基準を採用した正味財産増減計算書に
ついて、　経常収益は 5 億 3,538 万 7,063 円で、
前年度に比べて 1 億 3,076 万 2,354 円増加し、5
億 3,538 万 7,063 円となった。これは、山福（株）
の配当金収入の 1 億 5,000 万円を計上したことに
よるものである。これに対し、経常費用は新型コ
ロナウイルス感染症による各種会議の中止の影響
もあったが、配当金収入に対する所得税を支払っ
たことなどにより、前年度に比べて 263 万 5,079
円の減少にとどまり、3 億 6,725 万 9,928 円となっ
たため、当期経常増減額は 1 億 6,812 万 7,135 円
となり、期首残高 20 億 384 万 5,444 円と合わせ
て期末の正味財産の残高は 21 億 7,197 万 2,579
円となった。
　なお、一般社団法人に移行する際に求められた
公益目的支出計画実施報告書について、令和 2 年
度の公益目的収支差額は 17 億 509 万 5,456 円で、
計画額である 19 億 9,101 万 1,504 円との差額は
2 億 8,591 万 6,048 円となっている。新型コロナ
ウイルス感染症の影響などもあり、公益目的収支
差額が計画における見込額を下回っており、この
結果、公益目的財産残額は 2 億 1,920 万 9,438 円
となり、計画を完了できないことから、令和 2 年
の代議員会でご承認いただいているが、計画を延
長することになっている。なお、この報告書は、
事業年度の経過後 3 か月以内に山口県知事に提出
することになっている。
　以上で、令和 2 年度決算についての説明を終わ
る。なお、決算内容及び公益目的支出計画実施報
告書については公認会計士の点検を経て、監事の
監査をいただいている。なにとぞ慎重にご審議の
うえ、ご承認いただくようお願い申し上げる。

監査報告
篠原監事　令和 2 年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、
その収支は妥当なものと認める。
　　令和 3 年 5 月 13 日
　　　　　　　　　　監事　藤野　俊夫
　　　　　　　　　　監事　篠原　照男
　　　　　　　　　　監事　岡田　和好

議案第 2 号　令和 4 年度山口県医師会会費賦課
徴収の件

藤原理事　令和 4 年度の会費の賦課については、
第 1 号会員から第 3 号会員まで、すべて令和 3
年度と同様の内容となっている。また、日本医師
会会費賦課額については、令和 3 年 6 月 27 日開
催の第 149 回日本医師会定例代議員会において
決定した額とすることになっている。

議案第 3 号　令和 4 年度山口県医師会入会金の件
藤原理事　令和 4 年度山口県医師会入会金につ
いては、令和 3 年度と同様の内容となっている。

議案第 4 号　令和 4 年度役員等の報酬の件
藤原理事　一般社団法人山口県医師会定款第
36 条の規定により、理事及び監事に対して、代
議員会において定める総額の範囲内で、代議員
会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ
て算定した額を報酬等として支給することができ
るとされており、その額は令和 3 年度と同額の
1,202 万円である。

採決
　矢野議長、採決に入る。議案第 1 号について
採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手全員
により決議した。
　続いて、第 2 号、第 3 号及び第 4 号について
一括採決に入る。賛成の議員の挙手を求め、挙手
全員により決議した。

質疑応答
1. 開業医の仕事

弘田直樹 代議員（柳井）　コロナワクチンの接種
が県下で進んでいる。五輪を睨んでの首相の号令
一下に自治体が先を競っている様相で、メディア
の関心は緊急事態宣言との相乗効果に向いている
ようだが、週刊誌や月刊誌では日本医師会長の中
川氏、東京都医師会長の尾﨑氏への辛辣な批判が
なされている。共通する議論は病床逼迫、医療崩
壊と頻りに脅し叫んでいるが、どうして医師会が
対応しないんだ、医師会は何をしているんだとい
うことである。民間病床の融通や重症コロナ患者
に対応している勤務医たちへの対応への無策を指
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摘し、さらに返す刀で開業医が働いてないことを
非難する。日医やその下部組織である都道府県医
師会は開業医の圧力利益団体だから、会員ですら
ない勤務医たちには指示すら出せないとの暴露記
事まで見る。開業医を動かせ。診療報酬による医
者の操縦を学習している厚労省は即にあれこれの
仕組みを作り鼻薬を利かせる。発熱患者を門前払
いする開業医もいたのだろうが、現場のかかりつ
け医たちはリスクを承知で受診者に応えていた。
保健所の過重業務は当初そのような体制であっ
たからで開業医の無為のせいではない。抗原定性
検査が広まってからは開業医の構え方も違ってき
ている。が、確かに感染症例の入院治療に関して
開業医は寄与していない。ならば、自宅療養やホ
テルに隔離されている症例への往診観察を開業医
が、医師会が引き受けるべきではないのか。ワク
チン接種に前のめりになっている現在では、さら
に打ち手不足と称してわざわざ法律破り（違法性
阻却）をしてまで歯科医師や薬剤師、さらには救
命救急士、臨床検査技師にまで筋肉内注射をさせ
ている。ここまで開業医が誹られていいのか。注
射は医師・看護師の仕事のはずである。縄張り意
識（と週刊誌は書いていたが）などではない、わ
れわれの仕事だという矜持である。個別接種はも
とより集団接種にも積極的に協力すべきである。
看護師が足りないのであれば予診した医師が接種
すればよいのである。医師会がここまで批判・非
難されるのはやはり自業自得と言わざるを得ない
が、だからこそ現場で開業医のできる仕事を確と
果たすことが必要だと思うがいかがか。

河村会長　私の感覚として打ち手が不足している
という認識は持っていないので、そういったこと
には全く無頓着なのだが、コロナワクチン接種に
関して、事務作業など看護師さんの仕事が多いの
で、私は予診のほうにかかりきりになっている。
連日、多数の方に対して接種を行っており、最初
の 30 分は患者さんが密になってしまう時もある
が、それ以降は問題ないと考えている。集団接種
と個別接種の両輪でやりながら、ある時期になっ
たら企業や大学でも接種ができるようにするため
にスピード感を持ってやるのが一番だと思って
いる。先日、看護協会の会長さんと話をした際に

「打ち手についてどのように考えていますか」と
尋ねられたが、「県内に打ち手が居ないわけでは
なくて、潜在看護師の多くが手挙げをされている
ということなので大丈夫なのではないかと思って
いる」とお伝えした。職域接種が始まるというこ
ともあり、この 1 ～ 2 か月、一生懸命頑張れば
なんとかなるのではないかと思っているので、引
き続きよろしくお願いしたい。

沖中常任理事　先日、各郡市医師会に対して新型
コロナウイルスワクチン接種に関するアンケート
調査を行わせていただいたので簡単に報告させて
いただく。
　まずは、短い調査期間であったにもかかわらず、
ご協力いただいたことに対して感謝申し上げる。
県が集団接種を行うことを決定したが、これは郡
市医師会と市町が協力して行っている接種を補完
する目的であり、接種機会を増やすためというこ
とで、医師会には迷惑をかけることがないように
と接種者には歯科医師及び潜在看護師を活用する
というものである。しかしながら、歯科医師等を
活用するのは医師が協力しないからという誤った
認識を持たれては困るということもあり、今回、
山口大学医師会を除く 18 郡市に調査を依頼した
ところ、17 郡市から回答を得ることができた。
　まず、郡市医師会の接種体制について、個別
接種の実施医療機関数は、回答のあった郡市医
師会のうち 63.9％となっており、内訳は診療所
61.4％、病院 80.9％であった。集団接種の出務
医師数は、4 郡市が未回答、2 郡市が集団接種を
行っていないとのことで 6 郡市を除いた集計に
なるが、26％の医師が参加されているというこ
とであり、内訳は開業医 46.3%、勤務医 8.1％、
その他 4.3％であった。個別接種の 61.4％という
数値が高いのか低いのかについて調べてみたとこ
ろ、6 月 12 日付の『読売新聞』に、高齢者の接
種率の 1 位は和歌山市で 40.5％と掲載されてい
たが、人口 10 万人当たりの診療所数が 118.8 で
全国平均（81.3）を上回っており、その特徴を
生かして高齢者接種については個別接種のみ行っ
ているということであった。接種に参加している
診療所は和歌山市内の診療所の約 55％というこ
とで、山口県の方が高い数値になっており、かな
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り頑張っていただいているということがわかる。
　次に課題については、個別接種では「事務作業
が多い ･ 煩雑」、集団接種では「接種の従事者、医
師が不足している」、「接種体制の困難」等が挙
げられた。今後の見通し・予想される問題点に関
しては、接種体制の確保、若者ほど副反応が強い
とされていることから、これらの点への対応が大
変そう、若者の接種率が低下するのではないかと
いう懸念、児童生徒への接種について接種反対派
への対応、保護者への理解促進、接種を行わない
生徒への非難・中傷が起こらないよう配慮するこ
と、集団接種については予約後のキャンセルが増
える可能性があること、夏場の接種会場の暑さ対
策、職域接種への対応について等が挙げられた。
県医師会への要望については今後検討させていた
だき、県（行政）への要望等については本会から
県へ伝えさせていただく。
　今後も引き続き、接種へのご協力をお願い申し
上げる。

河村常任理事　ご存じのとおり、5 月 31 日にファ
イザー社のワクチン（コミナティ）の対象年齢が
16 歳以上から 12 歳以上に引き下げられ、山口
県では12歳以上の小中高生が優先対象となった。
高校生の接種に関しては、あまり異論がないかと
思うが、12 歳以上の小中学生に関して接種して
もよいのかとのご疑問もあるかと思うので、県医
師会の見解について少し述べさせていただく。
　昨日、日本小児科学会と日本小児科医会から
12 歳以上の小児に対する接種に関して提言がな
された。それに沿った形でわれわれ県医師会とし
ても、まずは教職員や子どもに関わる業務従事者
に対して、優先接種すべきだと考える。また、重
篤な基礎疾患がある小児に関しては接種した方が
よいだろうと考える。ただ、基礎疾患のない小中
学生に関しては、慎重に行っていただくのがよい
のではないかと思っている。日本小児科学会、日
本小児科医会からも特に接種対象といったことは
記載されていない。したがって、最終的には保護
者、本人の判断になると思われる。
　また、16 歳未満には保護者の同意が必要にな
るので、保護者それからお子さんの判断のもとで、
もし接種するとしたら慎重に接種していただけた

らと思う。
　接種方法に関しては、各地域の事情もあるかと
思うので、各市町、各郡市医師会でご協議のうえ、
決めていただきたい。

弘田代議員　小児科の話を今お伺いするとは思わ
なかった。今のお話によると、こちらで判断する
ということか。

河村常任理事　高校生に対してはあまり議論はな
いだろうと思う。小中学生に関しては、ご本人、
ご家族のご希望や、かかりつけ医、あるいは各郡
市医師会の意向によって変わるかと思っている。

弘田代議員　柳井の事情を言えば、小児科の診療
所は 1 つだが、個別接種はしないと言われている。
すると、私たち内科にまわってくるため、柳井で
は夏休みのうちに、高校生も含めて集団接種で、
病院も計画を立てている。本当に任意の形でよい
のか、嫌なら止めなさいと言えばよいのか。

河村常任理事　私は個人個人で違うと思ってる。

弘田代議員　柳井では、打たない子が差別されて
はいけないため、学校では打たない。学校側も校
内で打つのを嫌がるので、個別なり集団接種にな
る。柳井市はそのように設定しようとしていると
ころだが、接種会場での説明が結構難しい。

河村常任理事　中学生の判断については非常に難
しいと思われる。医師によっても考え方も違うた
め、各郡市医師会で話し合っていただければと思
う。

河村会長　あるところが中学生の保護者にアン
ケートをしたところ、「接種する」と言った人が
50％、「しない」が 20％で、「わからない」が
30％であった。こうなると「接種しなさい」と
も言えないし、われわれも慎重に対応するしかな
いと思われる。まずは邪道かもしれないが、世間
の様子や国の動向を見ながら考えていくしかない
と思われる。
　また、先ほどの筋注の件だが、こういった事態
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の時に、諸外国では自分の職域を増やそうとする、
逆に言うと、医師の仕事がなくなっていることが
多いので、われわれは隙を見せずに一致団結して
いろいろな対応をしていくことが必要だと思われ
る。

2. 山福（株）の配当金について
赤司和彦 代議員（下関市）　昨年度の決算で目立
つのが山福（株）の配当金である。県医師会と山
福（株）の関係を簡単に説明する機会をつくって
もらえれば分かりやすい。特に、今回のように大
きな収入や支出があり、目立つときに「これは何
なのか」と思う先生がたくさんいるのではないか。
ぜひ、そのような機会をつくっていただきたい。

河村会長　山福（株）の剰余金を医師会事業とし
て活用することも考えたが、定款との関係がある
ため株主に配当金として支払う方法をとった。配
当の理由は 2 つあり、看護学校に使ってほしい
と考えたことと、新型コロナウイルス感染症対策
に使ってほしいと考えた。今後、山福（株）の剰
余金が増えていけば、また検討したい。

閉会挨拶
河村会長　ご協議ありがとうございました。われ
われが今、最優先でやるべきことは、コロナ対策
である。みなさまと一緒に毎日ワクチンを接種し、
デルタ株が入る前にみなさまに抗体を持ってもら
うという状況にしたい。本日はありがとうござい
ます。

広 報 委 員広 報 委 員 　　 川 野  豊 一川 野  豊 一

　令和 3 年 6 月 17 日に開催された第 189 回山
口県医師会定例代議員会を傍聴させていただい
た。昨年度に続いて COVID-19 感染対策のため、
山口県総合保健会館の多目的ホールでの開催で
あった。令和 2 年度の山口県医師会の事業や決
算などの報告では、COVID-19 の影響が非常に大
きなものであったと再確認させられた。詳細につ
いては報告記事を参照されたい。

　 山 口 県 医 師 会 だ け で な く 世 界 中 で、 社 会
生活や経済活動に甚大な影響を及ぼしている
COVID-19 であるが、有効な治療薬がない現状
では、COVID-19 ワクチン接種による感染の収束
に期待が集まる。菅政権が進めている COVID-19
ワクチン接種は、2021 年 7 月 1 日時点でワク
チンを 1 回以上接種した人が人口の 24.0％、必
要回数のワクチン接種を終了した人が 12.7％と
なっている（Our World in Data）。5 月はじめの
数字である 2.4％、0.9％からするとワクチン接
種が進んできた。当初、COVID-19 感染拡大を阻

止するためには、60 ～ 70％の人がワクチン接種
を行う必要があると言われていた。2021 年 6 月
末に野村證券が発表したレポートでは、2021 年
10 月にも集団免疫の獲得が可能だと予測してい
るが、感染力が強い変異株であれば更に多くの人
がワクチン接種を行う必要があろうし、そもそも
COVID-19 で集団免疫が獲得できるのかも証明さ
れていないという。

　最近の報道やインターネット上の情報では、東
京などでの感染は再び増加しているという。第 4
波までの経験から、新規感染者数が増加すれば医
療現場への負担が増すことは明らかである。医療
崩壊を招かないようにするために、COVID-19 ワ
クチン接種に期待するだけでなく、一人ひとり
が感染の拡大防止に資する行動をおこなうこと
がこれまで以上に重要であることも改めて周知
する必要がある。知恵を絞って、自己のみならず
他者の利益にもなるよう行動することが、パンデ
ミック終息への始まりにつながるのであろう。


